
海津郡３町合併協議会の調整方針
（協議第 ９号） (第 回)提出H14.11. 8 2

協議第９号 新市の事務所の位置 協議細目

事務所の位置は、合併協議会で決定する。調整方針（案）

参 考 事 例 備考
新事務所の位置１．事務所の位置等 新市町村名 合併の期日

当面の新市の事務所の位置を大川①根拠法令
さぬき市 郡志度町大字志度５３８５番地８事務所の位置を定める場合には、住民の 平成１４年４月１日

に置く。利用に最も便利であるように、交通事情、他
（１）新市の事務所の位置は、当分のの官公署との関係等に適当な考慮を払い、
間、現在の浦和市役所の位置とする。条例で定めなければならない。（地方自治法
また、大宮市及び与野市の庁舎につい第４条第１項、同条第２項）
ては、現庁舎の活用方法について検討②規定事項
するものとする。番地まで決定すべきが原則。（行政実例）
（２）将来の新市の事務所の位置につい
ては、さいたま新都心周辺地域が望まし２．支所等
いとの意見を踏まえ、新市成立後、新市①根拠法令
は、交通の事情、他の官公署との関係条例により、「支所」又は「出張所」を設け さいたま市 平成１３年５月１日
など、市民の利便性を考慮し、将来の新ることができる。（地方自治法第１５５条第１
市の事務所の位置について検討するも項）
のとする。②規定事項
（３）将来の新市の事務所の位置につい「支所」「出張所」以外の名称は適当でな
ては、市民参加による審議会の設置ない。（行政実例）

（地方自治法） ど、その協議方法を含め、新市成立後、
第４条 地方公共団体は、その事務所の位置 速やかに検討を開始するものとする。ま
を定め又はこれを変更しようとするときは、条例 た、併せて、新市成立後、速やかに庁舎
でこれを定めなければならない。 建設基金を創設するものとする。
２ 前項の事務所の位置を定め又はこれを変更
するに当つては、住民の利用に最も便利である 新市の事務所の位置は、田無市南町５
ように、交通の事情、他の官公署との関係等につ 丁目６番１号とする。現在の田無市役所西東京市 平成１３年１月２１日
いて適当な考慮を払わなければならない。 を田無庁舎、現在の保谷市役所を保谷
第１５５条 普通地方公共団体の長は、その権 庁舎と呼称する。
限に属する事務を分掌させるため、条例で、必要
な地に、都道府県にあつては支庁(道にあつては 多気郡篠山町北新町４１番地とする。篠山市 平成１１年４月１日
支庁出張所を含む。以下これに同じ。)及び地方
事務所、市町村にあつては支所又は出張所を設
けることができる。



【先進合併協議会参考】
・安土町・五個荘町・能登川町合併協議会
新市の事務所の位置は当分の間、現在の能登川町役場(神崎郡能登川町大字躰光寺２６２番地)の位置とし、将
来の新市の事務所の位置については、新市成立後、市の中心、市民の利便性、交通の事情、他の官公署との関係
を考慮し、能登川町地先で検討する。

・穂積町・巣南町合併協議会
事務所の位置は、岐阜県本巣郡穂積町大字別府１２８８番地とする。現在の穂積町役場を「穂積庁舎 、現在の」
巣南町役場を「巣南庁舎」とする。

・高富町・伊自良村・美山町合併協議会
、 。 「 」 、事務所の位置は 岐阜県山県郡高富町高木１０００番地１とする 現在の伊自良村役場を 伊自良支所 とし

現在の美山町役場を「美山支所」とする。



参考資料（事務所比較）
項 目 海 津 町 平 田 町 南 濃 町

住 所 海津郡海津町高須５１５ 海津郡平田町今尾５５７ 海津郡南濃町駒野奥条入会
９９－２

地 海 抜 １．２ｍ ２．５ｍ ３０．０ｍ
理 公共交通 岐阜バス停留所 岐阜バス停留所 近鉄養老線 駒野駅
的 近鉄バス停留所 近鉄バス停留所

主 南濃関 原線 主 南濃北勢線 主 津島南濃線 主 岐阜南濃線条 主要アクセス道 県道 岐阜南濃線 県道 養老平田線 国道 号線、( ) ｹ ､( ) ､( ) ､( )258
件 県道 津島南濃線

海津郵便局 海津警察 海津高校海 平田交番 南濃交番
近隣公共施設 津郡消防 平田郵便局 南濃郵便局岐阜地方法務局海津出張所
(２キロ以内) ｾﾝﾀｰ 海津北高校岐阜県南濃地域農業改良普及
地区・地域 用途指定なし 用途指定なし 用途指定なし
区 分 本庁舎 本庁舎 東館 本館 新館 分庁舎

S49.10.17 S41 H3.8.31 S36.10 S42.12 S60.9竣工時期

施設規模 鉄筋コンクリート３階建 ｺﾝｸﾘｰﾄ ｺﾝｸﾘｰﾄ ｺﾝｸﾘｰﾄ 鉄骨３階建鉄筋 階建 鉄筋 階建 鉄筋 階建2 2 4鉄筋 階、地下 階ｺﾝｸﾘｰﾄ 3 1

建 延床面積 ４，２４８㎡ ㎡ ㎡ ㎡ ㎡ ㎡1,707.72 1,039.43 1063.08 1338.31 993.95

物 建築面積 ２，５６８㎡ ㎡ ㎡ ㎡ ㎡ ㎡989.52 543.38 447.28 346.11 559.80
・ 敷地面積 １１，６２６㎡ ６５５９．８４㎡ ４３９８．９㎡ ㎡2,084.76

敷 空調設備 パッケージ型 吸収式冷温水発生機 ﾁｰﾘﾝｸﾞﾕﾆｯﾄ ﾎﾞｲﾗｰ 不明水冷式 温水

K A 6600 KVA 6600 KVA 3 3 6600V 64KVA地 電気設備 ３相６．６ Ｖ、２２３ ３相３線 Ｖ、１７５ ３相３線 Ｖ、２５０ 相 線 、

関 非常用電源設備 １１０ ３相３線 Ｖ、５５ ３相３線 Ｖ、３０ なしV 220 KVA 220 KVA

係 給水設備 上水道 ６５㎜ 簡易水道 Ф１００㎜ 簡易水道 Ф５０㎜ 簡易水道 Ф１３㎜

昇降設備 荷物用のみ な し な し いす式階段昇降機

消防設備 屋内消火栓 屋内消火栓、消火器 消火器 消火器

単独処理浄化槽 人槽下水設備 公共下水道 合併処理浄化槽 １７０人槽 単独処理浄化槽 １５０人槽 40

身障者用等設備 身障用トイレ、スロープ な し 身障用トイレ、スロープ スロープ

駐 車 場 ２３０台 ５５台 １１０台 ４３台

公用車車庫 １９台 ３台 ３０台 なし

平成１３年度末現在



海津郡３町合併協議会の調整方針
（協議第 ９号） (第 回)提出 (第 回)確認H14.12. 9 3 H14.12. 9 3

協議第９号 協 議 細 目新市の事務所の位置について

調整方針（案） 事務所の位置は、 。小委員会で検討し、協議会で決定する

内 容項 目

小委員会は、３町の長、議長及び学識経験者の９名で構成する。１ 構 成 員

小委員会は、新市の事務所の位置に関する事項について調査、審議等を行う。２ 目 的



海津郡３町合併協議会の調整方針
（協議第 ９号） (第 回)提出 (第 回)確認H15. 2.24 8 H15. 2.24 8

協議第９号 協 議 細 目新市の事務所の位置について
１ 当分の間、現３町の庁舎を海津庁舎、平田庁舎及び南濃庁舎とし、各庁舎に、住民の利便及び組織運営
の合理化という点に配慮して、総合支所的な機能を持たせる。また、この間の事務所の位置は、海津庁舎
の所在地（現海津町高須５１５番地）とする。調整方針（案）
２ 統合庁舎については、新市において検討する。
３ 現南濃町の支所は、現行のとおりとし、統合庁舎移行後は、存続の方向でそのあり方を検討する。

参 考 事 例 備考
１．事務所の位置等 新市町村名 合併の期日 新事務所の位置
①根拠法令 当面の新市の事務所の位置を大川郡志度町大
事務所の位置を定める場合には、住民の利用に最も便利であるように、交 さぬき市 平成１４年４月１日 字志度５３８５番地８に置く。
通事情、他の官公署との関係等に適当な考慮を払い、条例で定めなければな
らない （地方自治法第４条第１項、同条第２項） （１）新市の事務所の位置は、当分の間、現。
②規定事項 在の浦和市役所の位置とする。また、大宮市
番地まで決定すべきが原則 （行政実例） 及び与野市の庁舎については、現庁舎の活用。

方法について検討するものとする。
（ ） 、２．支所等 ２ 将来の新市の事務所の位置については

①根拠法令 さいたま新都心周辺地域が望ましいとの意見
、 。 、 、 、 、条例により 「支所」又は「出張所」を設けることができる （地方自治法 を踏まえ 新市成立後 新市は 交通の事情

第１５５条第１項） 他の官公署との関係など、市民の利便性を考
②規定事項 さいたま市 平成１３年５月１日 慮し、将来の新市の事務所の位置について検
「支所 「出張所」以外の名称は適当でない （行政実例） 討するものとする。」 。

（ ） 、（地方自治法） ３ 将来の新市の事務所の位置については
第４条 地方公共団体は、その事務所の位置を定め又はこれを変更しようと 市民参加による審議会の設置など、その協議
するときは、条例でこれを定めなければならない。 方法を含め、新市成立後、速やかに検討を開
２ 前項の事務所の位置を定め又はこれを変更するに当つては、住民の利用 始するものとする。また、併せて、新市成立
に最も便利であるように、交通の事情、他の官公署との関係等について適当 後、速やかに庁舎建設基金を創設するものと
な考慮を払わなければならない。 する。
第１５５条 普通地方公共団体の長は、その権限に属する事務を分掌させる 新市の事務所の位置は、田無市南町５丁目６

。 、ため、条例で、必要な地に、都道府県にあつては支庁(道にあつては支庁出張 西東京市 平成１３年１月２１日 番１号とする 現在の田無市役所を田無庁舎
所を含む。以下これに同じ。)及び地方事務所、市町村にあつては支所又は出 現在の保谷市役所を保谷庁舎と呼称する。
張所を設けることができる。

篠山市 平成１１年４月１日 多気郡篠山町北新町４１番地とする。



海津郡３町合併協議会の調整内容
（協議第５９号） (第 回)提出H16. 3.19 21

協議第５６号 新市の事務所の位置について 協議細目
新市の事務所の位置について（平成１４年２月２４日第８回合併協議会確認事項）の(２)を次のように変更する。

調整方針（案） (２)統合庁舎については、新市において検討する。この場合において、統合庁舎の位置(新たな事務所の位置)に関しては、
地理的条件、災害対策等様々な観点に基づいて、かつ、住民意識調査の結果等を踏まえて、選定する。

対 照 表
再協議に係る調整方針案 現在の調整方針

（１）当分の間、現３町の庁舎を海津庁舎、平田庁舎及び南濃庁舎と （１）当分の間、現３町の庁舎を海津庁舎、平田庁舎及び南濃庁舎と
し、各庁舎に、住民の利便及び組織運営の合理化という点に配慮 し、各庁舎に、住民の利便及び組織運営の合理化という点に配慮
して、総合支所的な機能を持たせる。また、この間の事務所の位 して、総合支所的な機能を持たせる。また、この間の事務所の位
置は、海津庁舎の所在地（現海津町高須５１５番地）とする。 置は、海津庁舎の所在地（現海津町高須５１５番地）とする。
（２）統合庁舎については、新市において検討する。この場合におい （２）統合庁舎については、新市において検討する。
て、統合庁舎の位置(新たな事務所の位置)に関しては、地理的条
件、災害対策等様々な観点に基づいて、かつ、住民意識調査の結
果等を踏まえて、選定する。
（３）現南濃町の支所は、現行のとおりとし、統合庁舎移行後は、存 （３）現南濃町の支所は、現行のとおりとし、統合庁舎移行後は、存
続の方向でそのあり方を検討する。 続の方向でそのあり方を検討する。



海津郡３町合併協議会の調整内容
（協議第５６号） (第 回)提出 (第 回)確認H16. 6.29 26 H16. 7.28 28

協議第５６号 新市の事務所の位置について（再協議） 協議細目
新市の事務所の位置について（平成１５年２月２４日第８回合併協議会確認事項）の(２)を次のように変更する。

、 。 、 （ ） 、調整方針（案） (２)統合庁舎については 新市において検討する この場合において 統合庁舎の位置 新たな事務所の位置 については
安全性（地盤の強固さ、自然災害被害の危険度の低さ）を第一義として、利便性（鉄道、高速道路、国道、その他主要道
路へのアクセス、付近への人口の集中度、他の公共機関利用への利便 、経済性（建設経費、管理経費）等を必須条件と）
し、住民の意向も含め、客観的、専門的に最適地を選定する。

資 料
調整方針の確認状況等

（平成１５年２月２４日第８回合併協議会確認）
（１）当分の間、現３町の庁舎を海津庁舎、平田庁舎及び南濃庁舎とし、各庁舎に、住民の利便及び組織運営の合理化という点に配慮して、
総合支所的な機能を持たせる。また、この間の事務所の位置は、海津庁舎の所在地（現海津町高須５１５番地）とする。
（２）統合庁舎については、新市において検討する。
（３）現南濃町の支所は、現行のとおりとし、統合庁舎移行後は、存続の方向でそのあり方を検討する。

（平成１６年３月１９日第２１回合併協議会提出、以後未確認）
（１）略
（２）統合庁舎については、新市において検討する。この場合において、統合庁舎の位置(新たな事務所の位置)に関しては、地理的条件、災
害対策等様々な観点に基づいて、かつ、住民意識調査の結果等を踏まえて、選定する。
（３）略




